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（
環
境
委
員
会
）

水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
七
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
、
事
業
場
等
が
由
来
と
推
定
さ
れ
る
有
害
物
質
に
よ
る
地
下
水
の
汚
染
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
状
況

等
に
鑑
み
、
有
害
物
質
に
よ
る
地
下
水
の
汚
染
の
未
然
防
止
を
図
る
た
め
、
有
害
物
質
を
貯
蔵
す
る
施
設
等
の
構
造
等
の
基
準

を
定
め
、
当
該
基
準
違
反
時
の
命
令
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
構
造
等
に
つ
い
て
の
定
期
的
な
点
検
に
関
す
る
必
要
な
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
有
害
物
質
の
貯
蔵
を
行
う
施
設
等
に
関
す
る
届
出
規
定
の
創
設

有
害
物
質
を
貯
蔵
す
る
施
設
の
設
置
者
等
に
対
し
、
当
該
施
設
の
構
造
、
設
備
、
使
用
の
方
法
等
に
つ
い
て
の
届
出
を
義

務
付
け
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
基
準
遵
守
義
務
の
創
設

有
害
物
質
を
貯
蔵
す
る
施
設
の
設
置
者
等
は
、
有
害
物
質
に
よ
る
地
下
水
の
汚
染
の
更
な
る
未
然
防
止
を
図
る
た
め
、
構

造
等
に
つ
い
て
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
基
準
遵
守
義
務
違
反
時
の
改
善
命
令
等
の
創
設
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都
道
府
県
知
事
は
、
有
害
物
質
を
貯
蔵
す
る
施
設
の
設
置
者
等
が
、
基
準
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
構
造

等
の
改
善
、
施
設
の
使
用
の
一
時
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
定
期
点
検
義
務
の
創
設

有
害
物
質
を
貯
蔵
す
る
施
設
の
設
置
者
等
は
、
当
該
施
設
の
構
造
等
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
基
準
の
適
合
状
況
等
を
点
検

し
、
そ
の
点
検
結
果
を
記
録
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


